
【新】子育て応援パートナー事業 予防的支援推進とうきょうモデル事業

妊娠期から就学前までの子育
て家庭に寄り添い、様々な支援
をコーディネート

とうきょう子育て応援パートナー制度について

支援対象と支援体制

子供家庭支援センター

要支援妊婦 
育児不安群

健康群

支
援
強
化

虐待群

予防的支援チームの設置
（⼼理⼠ 保健師等 専門職 配置
し、家庭を支援）

支
援
強
化

「こども家庭センター」
に対応（令和６年度）

家庭訪問   積極的       等    子育 家庭 信頼関係 構築     家庭        要因等 早期 把握  適切 
支援することで、児童虐待の未然防止を徹底する。

【モデル期間】 令和３年度 令和５年度（３ 年）

事業概要
【国】
〇 児童福祉法等改正    区市町村 子育 支援部門 ⺟子保健部門 ⼀体    妊娠期  包括的 相談支援等 ⾏ 
「   家庭      令和６年度 創設

【都】
〇 都 全  子育 家庭 状況 妊娠期  把握  妊娠 出産 子育  切 目  支援 進      とうきょうママパパ応援事業」を

推進（令和２年度 ）
〇 また、国の法改正に先んじて、 実効性のある妊娠期からの支援モデルを独自に構築するため、「予防的支援推進とうきょうモデル事業」を

開始し、４つのモデル自治体（墨⽥区、⼤⽥区、渋⾕区、調布市）の子供家庭支援センター 妊娠期   支援 ⾏ 専任   を
設置（令和３年度 ）

     家庭     創設 向  区市町村 強⼒ 支援          子育 応援     制度により⺟子保健部門の体制を強化

参考【予防的支援推進とうきょうモデル事業】

資料５
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とうきょう子育て応援パートナー事業
（とうきょう子育て応援パートナー制度の創設）

妊娠期から就学前にかけて、子供と家庭に寄り添い、あらゆる支援をコーディネートする「とうきょう
子育て応援パートナー制度」を創設し、安心して子育てができる環境を整備する。

事業内容

目的

〇有識者を含めたWGを開催し、とうきょう子育て応援パートナー制度を検討
【検討内容】
・とうきょう子育て応援パートナー制度
・とうきょう子育て応援パートナー制度を担う人材の役割、必要なスキル、支援対象、
必要な人員体制等

・要支援妊婦の共通アセスメント基準、支援対象に応じた支援プランの作成の方法
・主な在宅支援サービスの実施状況を調査
（例：ショートステイ、養育支援訪問事業(家事育児援助)等）

〇WGで検討するとうきょう子育て応援パートナー制度を担う人材の役割や必要な
スキルに基づき、研修を実施するための養成プログラムを作成し人材育成を実施

【想定される養成プログラムの内容】※R4：養成プログラム作成
・保護者と関係性を構築するための面接技術の習得
・当事者性の理解の習得（妊産婦を支える視点の習得）

R4.7.26（第1回） R4.8.31（第2回） R4.10 R5.3(3回程度)

検討WG

・活動基盤の整備
・役割やスキル
・区市町村の人員体制
・適切な支援サービス
・サービス調査発出

・要支援妊婦のアセスメント基準
・支援対象に応じた支援プランの作成方法
・サービス調査とりまとめ
・業務マニュアル作成

人材の育成 養成プログラムの作成

人材の育成

検討WGの設置

今後のスケジュール（想定）
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医療的ケア児への支援に係る都の取組
保育所等に対する支援

○ 東京都医療的ケア児保育支援事業 R4予算額 325百万円

【事業内容】 保育所等    医療的  児 受⼊  可能      体制 整備  医療的  児 地域⽣活支援 向上 図  
共  安定 継続  医療的  児  支援体制 構築   

【対象施設】 保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び認証保育所

【補助項目】 ①看護師等の配置 ②研修の受講支援 ③補助者の配置 ④医療的  保育支援者 配置
⑤ガイドラインの策定 ⑥検討会の設置 ⑦送迎支援

○ 学童クラブにおける医療的ケア児等受入支援事業
【事業内容】 学童        医療的  児 重症⼼⾝障害児等（    児童 同等 配慮 要   区市町村 判断  児童についても含む）の

受け⼊れのために必要な経費を補助する。

【補助項目】 ① 看護師 配置⼜ 専門的知識等 有  放課後児童支援員等 加配 ② 毎⽇開所や開所時間延⻑ ③ 送迎支援

R4予算額 38百万円
学童クラブにおける支援

【設置場所】 区部 東京都都⽴⼤塚病院内 多摩地域 東京都⽴小児総合医療    内 令和４年９⽉ 

【利⽤対象者】 都内在住 医療的  児  家族   支援者、区市町村、関係機関等

【業務内容】 ・医療的  児及   御家族等 対  相談支援
・区市町村・関係機関等への情報提供、連絡調整

R4予算額 43百万円○ 医療的ケア児支援センター事業

【 概 要 】 医療的  児   家族 個々 医療的  児 ⼼⾝ 状況等 応  適切な支援を受けられるよう
にするため 医療的  児支援センターを設置し、相談支援や情報提供 ⾏      支援 関  人
材を養成する。

医療的ケア児支援センター

○ 障害児の放課後等支援事業

【事業内容】 医療的  児 重症⼼⾝障害児 対  放課後等支援 充実 図   、放課後等デイサービス事業や⽇中⼀時支援事業における、
看護師等専門職の配置や開所時間の延⻑ 送迎サービスの実施等に取り組む区市町村を支援する。

R4予算額 105百万円

日常生活における支援
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医療的ケア児への支援に係る都の取組

学校における支援

【事業内容】 ① 医療的   実施体制 整備
・平成29年度   肢体不自由以外 特別支援学校  非常勤看護師 配置  医療的   実施   体制 整備
 医療的   実施  特別支援学校数 、平成28年度 17校から 令和４年度  39校に増加

② 医療的  児専⽤通学⾞両 運⾏
・平成30年度   学習機会 確保 通学保障    肢体不自由特別支援学校    看護師 同乗  専⽤通学⾞両 運⾏
 運⾏台数及 乗⾞児童 ⽣徒数  平成30年（運⾏当初） 14台24人   令和４年10⽉には87台180人に増加 等

R4予算額 1,610百万円○ 都立特別支援学校における医療的ケア児への支援の充実
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東京ユースヘルスケア推進事業（令和４年度の取組）

① 都の委託事業 ＜⺠間団体等 委託  実施＞

思春期特有の健康上の悩みなどに対応するための相談窓口を設置

【対象者】 都内に在住・在学・在勤の中学⽣以上の10代の若者
【開設⽇】 令和４年１０⽉２６⽇（⽔）
【電話相談】 ⽔曜⽇ １５時 ２０時、⽇曜⽇ ９時 １４時
【その他】 １１⽉以降 対⾯      相談 開始予定

② 区市町村への支援 ＜補助率１０／１０（３ 年）＞
思春期等において、妊娠適齢期や婦人科疾患等に関する相談支援、健康教育、普及啓発の実施

※ 普及啓発、健康教育のみを実施する場合 補助率１／２
※ ３年間補助以降 補助率１／２

○思春期  ⼼⾝   ⼤  変化  自分自⾝     性 関  不安 悩  増    時期

⇒思春期 若者 健   成⻑       年齢 応  体 特徴 性 関  正  知識   ⾝ つける
ことが重要

背景

事業概要
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ヤングケアラーへの支援について

○ ヤングケアラーは 、家庭内のデリケートな問題であり表⾯化しにくいこと、また、周囲の⼤人からも「介護⼒  ⾒    相談支援 対象   ⼗分 認識
されないことなどから、必要な支援につながりにくい。

○ 子供自⾝も、ヤングケアラーである自覚がなく、子供家庭支援センターなどの公的機関に相談することが少ない。
⇒ ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげるため、区市町村・関係機関と連携した体制の強化が必要

背景・課題

○        実態 把握  関係局 共通認識 深     庁内 連絡会 ⽴ 上 （令和３年６⽉）
・国の実態調査における東京都分の集計結果や、都による子供家庭支援センター等関係機関へのヒアリング結果を共有
 有識者 元当事者 支援者団体  意⾒交換 実施

○子供や子育てをめぐる組織横断的な今⽇的課題の⼀つとして、「ヤングケアラー」を挙げ、関係局で構成する
「子供政策連携推進チーム  発⾜（令和４年４⽉）
・関係局の取組の共有、各局連携の下、実効性ある施策を推進していくことを確認

ヤングケアラーへの支援に係る取組

＜令和４年度の取組＞
○早期把握の強化

・ヤングケアラー 支援     教職員 対応⼒向上のため、学校の役割や具体的な取組を分かりやすく記載したリーフレットの作成・活⽤や
教職員 助⾔ ⾏ 相談窓口を開設

○多機関連携の促進
・関係機関             認識を深め、具体的な支援につなげられるよう、ヤングケアラーの状況や、把握・支援のポイントを記載した
支援マニュアルを作成、共有

○相談しやすい環境の整備
・ピアサポートなどの相談支援や、相談があったヤングケアラーに家事支援     派遣等 ⾏ ＮＰＯ等 ⺠間団体 対  支援
・ＳＮＳ等を活⽤し、ヤングケアラー同⼠が悩みや経験を共有し合うオンラインサロン 設置運営等 ⾏ 団体 支援

8



国  子供 権利擁護     令和元年          設置
令和４年６⽉ 児童福祉法 改正   児童相談所等 ⼊所措置 ⼀時保護等 際 子供 意⾒ 聴取     都道府県 子
供 意⾒表明等 向  環境整備 ⾏    規定   
国 動向 踏     都 実情 応   更  子供 権利擁護 図    児童福祉審議会 専門部会 設置  児童相談所 
関  子供 意⾒表明 支援  仕組  在 ⽅（子供      ）    検討中

児童相談所が関わる子供 意⾒表明 支援  仕組 （子供      ）について
１ 経緯

専門部会において検討を続け、12⽉ 児童相談所 関  子供 意⾒表明を支援する仕組みの在り⽅について提⾔案とりまとめ予定

２ 国の方針 ３ 都における検討状況

○ 子   権利擁護 係 環境整備
都道府県知事⼜は児童相談所⻑ ⾏ 意⾒聴取等 ⼊所

措置等の措置、児童福祉施設等における処遇について、都道府
県 児童福祉審議会等   調査審議 意⾒具申  他 ⽅
法    子   権利擁護 係 環境 整備      都道府
県等の業務とする。

都道府県等     引 続  子   権利擁護 取組 推
進するため、児童福祉法において以下を規定

○ 意⾒表明等支援事業
・ 児童相談所⻑ 意⾒聴取等 義務 対象      子  
等を対象

・ 子   福祉 関 知識⼜ 経験 有  者（意⾒表明等
支援員）  意⾒聴取   意⾒⼜ 意向 把握       
それを勘案して児童相談所、都道府県その他関係機関との連
絡調整等 ⾏  

４ 今後の予定

○ 児童相談所 施設 養育家庭等    意⾒表明支援 現
状 把握  論点 整理
・ 施設等における第三者委員や苦情箱に関する活⽤状況
・ 子供 権利擁護専門相談事業 関  実績 等

○ ⾥子や児童福祉施設等の⼊所児童、社会的養護の関係者
へのヒアリングを実施

（主なヒアリング事項）
・ どんな⼤人に、どんな⽅法で相談したいか
・ 意⾒表明 支援  活動 中  困難 感     必要

だと感じる資質や専門性

○ 今後 ①意⾒表明等 理解促進 ②意⾒表明等 支援する
仕組みの充実、③措置内容についての児童福祉審議会への
申⽴について整理
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背 景

ひとり親家庭就業推進事業

広報・募集
チラシの配布

やホームページ
等により事業を
周知し、希望者
からの申込を受
け付け

相談対応
就業コーディネーターが定期的に被支援者の状況を把握して助言

事業概要

事前面談等
申込者が希望する

就業の形態等を面談
により聴取し、就業
コーディネーターが
個別支援計画を作成

スキルアップ訓練
ひとり親が参加

しやすい方法によ
り、就職に向けて
スキルアップを図
るための実践的な
訓練を実施

マッチング支援
本人の希望に合

致した求人を紹介
するとともに、求
人企業と被支援者
のマッチングを支
援

アフターフォロー
就職した被支援者

の職場定着を支援す
るため、就職直後の
不安や悩みについて
の相談に対応

求⼈開拓
企業に対して事業を周知して求人を開拓

〇⺠間団体が⾏ったひとり親家庭へのアンケートでは、新型コロナによる雇⽤・収⼊への影響について、約７割が「影響があった」と回答
（「新型コロナウイルスの影響によるシングルマザーの就労・生活調査」R2.8）

〇厚生労働省の調査・分析によると、新型コロナの影響により、宿泊業・飲⾷サービス業等の産業において、非正規雇⽤労働者を中⼼に就業者
数・雇⽤者数の⼤幅な落ち込みや労働時間・賃⾦の減少等の影響がみられる
（「令和３年版 労働経済の分析」R3.7厚生労働省）

〇コロナ以前から、⺟⼦世帯においては非正規雇⽤の割合が⾼い傾向あり…就業している⺟⼦世帯の45.0％がパート・アルバイト等の非正規雇⽤
（「平成29年度 東京都福祉保健基礎調査」）

令和4年度実施

コロナ禍で雇⽤が不安定となったひとり親に対して、⼀人ひとりの希望や適性に応じた就業支援を実施し、⾃⽴を促進する。

【事業内容】

【事業目的】

ひとり親の就業先の選択肢拡大のため、就業支援の一層の推進が必要

〔予算規模200名〕
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予防のための子供の死亡検証（ＣＤＲ）

＜関係機関へのヒアリング＞
CDR ⾏  当    課題（死亡情報 収集 調査⽅法等）等     関係機関       実施 
（医師会 医療機関 保健所 監察医務院 児童福祉 教育 警察 消防関係者  ）

＜CDR状況調査＞
国    事業 実施    ⾃治体 事例 海外 事例 調査  今後 都の取組に向けた検討材料   。

＜今後の取組の検討＞
関係者のヒアリングや状況調査を踏まえ、今後の都のCDRの取組について検討。

予防のための子供の死亡検証（Child Death Review（以下「CDR」という））とは、子供が死亡      多職種 機関 専門家（医療 警察 
⾏政 福祉関係者等）  ①子供の死に至る直接・間接的な情報を収集し、②予防可能な要因について検証し、③効果的な予防対策を提⾔することで、
将来の子供の死亡 減     目的 ⾏   

概 要

国の動向

■ 予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業（R２ ）
⼀部の自治体においてCDR 実施体制 整備 試⾏的 実施
実施自治体 群⾺ ⼭梨 三重 滋賀 京都 ⾹川 ⾼知 北海道 福島

■ 予防のための子どもの死亡検証体制整備委託事業（R３ ）
モデル事業で得られたデータ等の集約や、検証への技術的支援を

実施し、CDR 制度化 向  検討材料   

都においてもCDR実施体制の構築に向け検討
 CDRの実施 当     死亡診断 ⾏ 医療機関     福祉 保健 教育 警察  、様々な機関の連携 協⼒ 不可⽋
 子供 死   機微 情報 取 扱    収集  情報 範囲  ⼊⼿ 管理 ⽅法            整理が必要

令和４年度 取組
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